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〔(社) 日本家 政学 会

2   ) 一一介 護 と 職 業 と の 両2.    

お 茶 女 大 家 政　　 袖 井 孝 子

的 〕　 老 人 介 護 と 職 業 と の 両 立 を は か る う え で 、 デ イ ケ ア ・ サ ー ビ ス は 有 効 性 が 高 い

れ る 。 そ こ で 、 デ イ ケ ア を 利 用 し て い る 介 護 者 を 対 象 に 行 っ た 配 票 調 査 と 訪 問 面 接 調

と お し て 、 介 護 と 職 業 と の 両 立 状 況 な ど 介 護 者 の 就 業 状 況 や 、 介 護 と 徴 業 と の 両 立 に

る 意 識 に つ い て 明 ら か に し て い く 。

査 方 法 と 対 象 〕　 第 １ 報 と 同 じ 。

果 〕　 ① 有 職 者 は 、 全 体 の 約4 割 。 老 人 の 病 状 や 生 活 状 況 、 介 護 者 自 身 の こ だ わ りit

ど に よ り 、 介 護 者 の 就 業 状 況 は 影 響 を 受 け･る.    ② 介 ≫ 以 前 に 就 業 し て い た 者 の う ち 、

す る よ う に な っ て か ら 「 仕 事 を や め た 」 と す る 者 はii ％ 、 「 休 暇 を と っ た （ 休 職 し た

） 」 と す る 者 は25 ％ 、 「 仕 事(  勤 務 先) を 変 え た 」　と す る 者it    9   ％(   以 上 、 複 数 回 答) 。

こ れ ら も 含 め 、 介 護 の た め に 「 仕 事 上 、 な ん ら か の 変 化 が あ っ た 」　と す る 者 は 約6 割 に も

の ぼ る 。 ③ デ イ ケ ア ・ サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と に よ っ て 、 仕 事 を 辞 め ず に す ん だ ケ ー ス も

あ る が 、 就 業瀧 了 時 間 を み る と 、 大 部 分 は デ ４ ケ ア 終 了 ま で に 関 に 合 わ ず 、 他 の 援 助 を 受

け る な ど し て い る 。 ④ デ イ ケ ア ・ セ ン タ ー へ の 要 望 を み る と （ 複 数 回 答 ） 、 「 毎 日 利 用 で

き る と よ い 」 が 約 ４ 割r 利 用 時 間 が も っ と 長 い 方 か よ い 」 が 約 ３ 割 。 「 利 用 時 間 の 延 長

ｊ に 対 す る ニ ー ズ は 、 介 護 の た* に 退 職 あ る い は 転 職 し た こ と か あ る 者 に 高 い 。 ⑤ 老 人 介

穫 を し な が ら 仕 事 を 続 け て い く た め の 職 場 の サ ー ビ ス ・ 制 度 に 対 す る ニ ー ズ は 、 就 業 形 態

や 介 護 に よ る 退 職 あ る い は 転 職 経 験 が あ る か ど う か に よ り ’違 い が み ら れ る 。 （ 以 上 、 数 値

は 、1989 年a  票 調 査 結 果 に よ る ）

A 43 介 護 者 の 老 人 観 ・ 介 護 観 と 老 人 の 発 達 要 求

静 岡 大　 教 育　　　　 金 田 利 子

静 岡 大　 教 育　　 ○ 山 口 賢 児

目的　 本 研 究 は 、 昨 年 の 報 告 「 高 齢 者 の 自 己 変 革 要 求 一 生 活 条 件 の 違 い と の か か わ り か

ら ー」 の 継 続 で あ る 。 昨 年 の 研 究 で は 、 生 活 条 件（ 特 別 養 護 老 人 ホ ー－ ム と 在 宅 ・ デ イ サ ー

ビ ス ） に よ っ て 、 高 齢 者 の 自 己 変 革 要 求（= 発 達 要 求 ） の 量 と 質 が 異 な る こ と 、 す な わ ち、

在 宅 ・ デ イ サ ー－ビ ス 利 用 者 の 方 が 、 カ ナ ー の 考 案 し た 「 三 つ の 願 い 」 法 で の 調 査 に よ る と、

要 求 内 容 が 量 質 と も に 多｡様 で あ る こ と を 明 ら か にし た 。 そ こ で 、 今 年 の 研 究 で は 、 そ の 生

活 条 件 の 重 要 な 側 面 と し て 、 介 護 者 の 老 人 観 と 介 護 観 を 位 置 づ け 、 被 介 護 屠 の 発 達 要 求 と

の 関 連 を と ら え る こ と を 目 的 と し た 。

方 法　 昨 年 、 被 介 護 老 人 の 調 査 を 行 な っ た Ａ 園 Ｙ 園 の 特 養 ホ ー ム お よ び デ イ サ ー ビ ス の

介 護 者 を 対 象 に 、 被 介 護 者 に 対 す る 老 人 観 と 介 護 観 に つ い て 、 「 三 つ の 願 い 」 法 を 応 用 し

た 方 法 で 調 査 し 、 被 介 護 者 白 身 の 発 達 要 求 と 対 応 さ せ、 両 者 の 関 連 に つ い て 考 察 し た 。

結 果　1  ） 介 護 者 の 老 人 に 対 す る 要 求 で 最も 多 か っ た の は 、 「 自 立 」 と「 生 き が い 」 で

あ っ た 。2   ） そ の な か で も 、 こ こ で の ケ ー ス に お い て は 、 特 養 ホ ーム の 介 護 者 よ り も 、 デ

イ サ ー ビ ス の 介 護 者 の 方 が 老 人 を 生 活 と 発 達 の 主 体 とし て 位 置 づ け て い る 傾 向 が み ら れ た。

3  ） 介 護 要 求 で 最 も 多 か っ た の は 、 老 人 と 接 す る 時 間 の 持 て る た め の 条 件 の 改 善 で あ つ` た。

こ の こ と か ら 、 老 人 の 発 達 要 求 と 介 護 者 の 老 人 観 ・ 介 護 観 と の 関 係 を 見 る と 直 接 的 に は 介

護 者 の 意 識 に 規 定 さ れ る が 、 間 接 的 に は 介 護 者 も ま た 、 社 会 的 生 活 条 件 に 規 定･さ れ て い る

と い う こ と が わ か っ た 。


